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Ⅲ 三様の制度論の統合

Ⅲ―１ K. ランゲにおける三様の制度論の統合

〈資本主義の多様性〉（Varieties of Capitalism，以下VOC）論は，切

り替え可能な資産 switchable assetsへの投資を促す自由な市場経済

（Liberal Market Economies, LME）と，サンクコストを伴う特殊的資

産ないし共特化資産 specific and co-specific assetsへの投資を促すコー

ディネート型市場経済（Coordinated Market Economies, CME）とを

峻別する。ここに切り替え可能な資産とは，他の目的に転用されてもそ

の価値が実現できる資産（例えば一般的な技能）をさす。これに対し，

サンクコストを伴う特殊的資産ないし共特化資産 co-specific assetsと

は，他の目的には容易に転用できない資産や，その収益が他者の積極的

協力に強く依存している資産（例えば特殊的技能，ないし共特化技能）

をさす。資本主義制度が金融システム（企業統治），労働市場（労使関

係），教育・訓練制度，生産物市場（企業間関係）にかんする４つの制

度に大きく区分され，LMEと CMEそれぞれにおける諸制度の補完性

institutional complementarityを確認しつつ，２タイプの資本主義制度

が持続的なものと想定される。

研究ノート

〈資本主義の多様性〉論と
イノベーション・システム論（下）

――〈比較制度優位〉をめぐる討論――
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そのうえで，VOC論では，制度的補完性をタイトなものと想定して

比較優位の制度的基礎（比較制度優位 comparative institutional advan-

tage）が捉えられる。VOC論が比較資本主義論の領域で大きな影響力

をもったのは，それが産業・企業のイノベーション性格を観察する視野

をもち，LMEが根元的イノベーションを促すのに対して，CMEが漸

進的イノベーションを促すというように，比較優位の制度的基礎論を主

張したことにある１）。C. フリーマンや R. ネルソンらのナショナル・イ

ノベーション・システム論は制度的補完性という概念を固有にもたない

のに対して，P. ホールと D. ソスキスらの VOC論は制度的補完性の議

論をベースにしつつ，LMEが根元的イノベーションと親和性をもつ一

方，CMEが漸進的イノベーションと親和的であると論じている２）。

VOC論が制度的補完性と比較制度優位という２つのキーコンセプトを

不可欠に有するといわれるゆえんである。

これに対しK. ランゲ「制度的埋め込みとアクターの戦略的偏倚――

ドイツの治療学バイオテクノロジー産業の事例」（２００９）は，コーディ

ネート型市場経済のドイツにあっても，支配的な制度の影響をうけない

新たな産業部門（情報通信産業やバイオ産業）では根元的イノベーショ

ンが起こりうるとみる。ランゲは VOC論の一定の有効性を認めながら，

VOC論が諸制度の同質性を想定することに対して批判的である。諸制

度の同質性とは，LMEでは金融市場・労働市場・生産物市場において

一様に市場コーディネーションをベースとする資源配分が行われるのに

対して，CMEでは関係志向的な relational資源配分（戦略的コーディ

ネーションとホールらはいう）が支配的だと想定されることを意味する。

１）Hall and Soskice（２００１）, pp.３６―４４.（邦訳，４２―５１頁）
２）イノベーション・システム論におけるネオ・シュンぺータリアンと VOC論を
含む制度学派との差異については，安孫子（２０１２a）の第Ⅱ・Ⅲ部を参照され
たい。

〈資本主義の多様性〉論とイノベーション・システム論（下）
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ランゲのほうは，諸制度間の異質性を想定し，また企業のトランスナ

ショナル化を重視している。すなわちランゲは，支配的制度がすべての

産業と企業に一様に影響を及ぼすわけではないとする「制度的異質性 in-

stitutional heterogeneity」論と，企業は国内外の制度を利用して比較

制度劣
�

位
�

（comparative institutional disadvantage）を
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埋
�

め
�

合
�

わ
�

せ
�

る
�

と

いうトランスナショナル化 transnationalization論とを，VOCアプロー

チに取り込むことを企図しており，三様の制度論を「統合」しようとす

る視点が独自である。まずは，ランゲがどのような議論を展開している

かをみよう。

ランゲはバイオテクノロジー企業（以下，バイオ企業と略記）の英独

比較から，次の３つの命題を引き出している（Lange,２００９, pp.１８４―８９）。

⑴ 治療学 therapeuticsを発展させるドイツのバイオ企業は，英国

のそれに比べて，国の制度的枠組みがこのイノベーション戦略に不利に

はたらくためパフォーマンスが低い。

⑵ ドイツの同企業は，制度的異質性のゆえに，英国のバイオ企業と

同様に競争力がある。ドイツの CMEの支配的な制度枠組みとは別に，

ドイツのバイオ部門にはより自由な制度配置が存在し，これがこのイノ

ベーション戦略を導く。

⑶ ドイツの同企業は，この戦略を支える外国のビジネスシステムに

食い込むことができ，それによりドイツ国内の制度的枠組みが損なうも

のを埋め合わせることができるため，英国のそれと同様の競争力をもつ。

国内の支配的制度によって促進されない戦略を追及する企業はどの程

度経済的に持続可能か，それゆえアクター（企業）の戦略的偏倚 strate-

gic leewayはどのように評価されるべきか。VOCアプローチの支持者

はこれらの戦略に要求される投入要因が企業に欠けているため，偏倚の

程度は低いとみる。これに対し，制度的異質性論とトランスナショナル

化論のアプローチは，戦略的偏倚のレベルは相当に高いとみる。これら
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の企業は，（分岐する国内制度であれ外国の市場経済の一部であれ）国

内の支配的枠組み以外の制度に依拠するため競争力を有するとみるから

である。ランゲは，３つの理論的パースペクティブの命題がどのように

確証されているかを，バイオ企業の英独比較に即して検討している。

バイオ製薬の企業では英国のほうがドイツのそれより競争力は高いと

いう点で，VOCアプローチは支持される。とはいえ，英独間の競争力

の差異は想定されるよりもはるかに小さい。そのうえ，この分野のドイ

ツ企業は従業員を容易に解雇できるし，従来の製薬業経営者を引き抜く

こともできる。ドイツのバイオ治療学企業は，ベンチャーキャピタルの

獲得や IPO（新規公開株）による資本調達という点で，英国に比し著し

くは遅れていない。

他方，制度的異質性アプローチにも説得力がある。その一つの理由は，

制度はすべての産業と企業に一様には広がっていかないことにある。ド

イツでの強い雇用保護は大きな金
�

融
�

準
�

備
�

をもつ企業にのみあてはまる。

同様に，雇用保護を強める監査役会での従
�

業
�

員
�

代
�

表
�

制
�

は，大企業にのみ

あてはまり，共
�

同
�

決
�

定
�

はこのバイオ部門には存在しない。加えて，若い

ハイテク企業を支える新しい制度もドイツで整えられつつある。まだ収

益のあがらない企業もいまや株式公開することが許されており，小グ

ループの専門的な国
�

内
�

ベ
�

ン
�

チ
�

ャ
�

ー
�

キ
�

ャ
�

ピ
�

タ
�

ル
�

基
�

金
�

も現われた。

さらに，トランスナショナル化論の支持者によれば，企業は外国のビ

ジネスシステムに進出し，その制度を利用することにより，劣位にある

制度的配置を埋め合わせることができる。それはことに企業金融システ

ムについてあてはまる。今日，国外とくに米英の投資家がドイツのバイ

オ産業にとって重要である。国外投資家は多額の投資をし，２００１年後の

同セクターの（一時的）瓦解を防いだからである。さらに，ドイツのベ

ンチャーキャピタルは，自らの基金を国外へ投資し，国内の不利な法的

環境を避けることができた。政府基金の分野においてさえ，アクターは

〈資本主義の多様性〉論とイノベーション・システム論（下）
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（とくに米国の）国際金融支援を獲得する機会をえた。また，ドイツ企

業は，外国のベンチャーキャピタルから追加的技量をえて，監査役会を

利用することもできた。

約言すれば，３つの理論的パースペクティブはある程度確証されてい

る，とランゲはいう。VOCアプローチが想定するように，バイオ治療

学企業にとって英国の制度的環境はドイツよりも有利であり，企業は競

争力をもつ。アクターの戦略的偏倚のレベルは制度的異質性論とトラン

スナショナル化論の支持者が予想するよりもたしかに低い。英国のバイ

オ治療学がドイツのそれよりも成功するという事実は，ドイツでは不利

な制度的環境を十分には埋め合わせられないことを示している。しかし

ながら，ランゲによれば，根元的イノベーション部面での英国企業の競

争優位はごく小幅にとどまる。ここから，アクターは VOCアプローチ

によって予想されるよりも大きな戦略的偏倚をもつと主張される。これ

は，VOCアプローチがドイツ市場経済の制度的同質性を過大に評価し

ており，他方，企業のトランスナショナル化が不利な制度的環境の効果

を小さくするという点を見逃しているからだとされる。VOCアプロー

チが，経済のグローバル化が異なるタイプの市場経済間の分岐を拡大す

る傾向があると主張するのに対して，ドイツのバイオ産業のケースは，

企業がトランスナショナル化によってその戦略的偏倚を拡大することが

でき，したがって市場経済間の分岐を減じうることを示している。バイ

オ産業は雇用と転職という面からは比重は小さいけれども，その結果は

この産業をこえて重要だ。このことは，ドイツ CMEにおける治療学バ

イオセクターが，これらの企業が支配的な制度枠組みによって支援され

ない金融上・技術上の高いリスクに対処しなければならないため，今後

を占う進取的なケースとみなされうるという事実によっている。
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Ⅲ―２ バイオ企業の競争力の英独間差異とその制度的基礎

ランゲは，バイオ産業の治療学部門における競争力の英独比較，なら

びにその差異の制度的基礎を問うている。以下では，ランゲによるバイ

オ企業の英独比較のファクトファインディングは何か３）。また，ランゲ

が英独間の差異をもたらした制度的基礎をどのように捉えているか，に

ついてみよう。

１．バイオ産業の治療学部門における競争力はどのように測られるか。

ランゲは３つの指標を選んでいる。① 治療学製品の総額，② 市場取引

された治療学製品（marketed therapeutic products），（これは，ライ

センスインなど，発見の移転を含意する。）③ 有望なバイオ・スタート

アップ企業の世界ランキング。

まず①の治療学製品の総額の英独比較は，同様のテーマを論じた

VOCアプローチのキャスパー／ホウィトリー（２００４）を批判的に紹介

している。ランゲの独自性は，変化を多少とも長期に追う視角から，

キャスパーらの２００４年までのデータをさらに２００７年まで延長し，金融

上・技術上のリスクが高い治験フェーズⅡとⅢ４）に力点をおいて英独比

３）ランゲのデータ調査は，バイオ治療薬を１つ以上もつ英独企業を，２００４年１０
月と２００７年７月とで比較している。対象企業名は，Lange（２００９）１９３頁のTa-
ble４に一覧がある。２００４年から２００７年にかけ，英企業数は３４→３３に，独企業
数は３４→３５に，変化しているが，両国とも２００４年に存在した企業の約３分の
１が３年間で消滅している。理由は，治験プロジェクトの停止，破産，合併，
特許権の買収などである。開発プロジェクトの多数が根元的イノベーション
に属するからだとランゲはいう（Lange，２００９，p.１９２）。

４）医薬品の臨床試験は一般にフェーズⅠ～Ⅲが区別される。フェーズⅠでは，
少数（例えば３０―１００人）の健康なボランティアに短期間，少量の投薬をし，
生体内での作用・効果，安全性を調査する。フェーズⅡでは，少数（例えば
１００―３００人）の患者を対象に有効性や副作用を確認し，的確な投与量と方法を
決定する。フェーズⅢでは，多数（１，０００―１０，０００人）の患者に投薬し，安全
性と有効性を確認し，動物実験で，長期間投与の安全性を調査する。治験
フェーズが高まると，技術面・資金面のリスクが高まる。たとえば，山根
（２００８）の２６頁を参照。

〈資本主義の多様性〉論とイノベーション・システム論（下）
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較を行っていることにある。この点は，英独間にバイオ産業の初期条件

（開発開始）に１０年間の差があり，ドイツのキャッチアップによりこの

差が縮小したかどうかを検定する必要があるからだ。

ランゲの示す表１（ibid., p.１９２）では，治療学部門において英国のバ

イオ産業は，ドイツの急伸にもかかわらず，依然として競争力が高い。

ランゲはとくに治験フェーズⅡとⅢの変化に注目している。たしかに，

ドイツのバイオ企業は２００４―０７年の間，治験薬の総数において英国企業

との差を縮めた（英国のリード７７．９４％→３３．６８％）。しかし治験フェー

ズⅡ・Ⅲでの治験薬の数においては，英国のバイオ企業にほとんど追い

ついていない（英国のリード４６．３４％→４３．４０％）。

加えて，治療学部門に関わる英国のバイオ企業は，「市場化された治

療学」に関して優位をしめる。ここに「市場化」とは，バイオ（製法）

特許のライセンシングをさし，治験フェーズがⅠよりもⅡ，またⅡより

もⅢの度数が多いほうが，したがってⅢでライセンサー（特許の供与者）

としての頻度が高いほど，競争優位が高いことを示す。ランゲによれば，

２００４年には９件の治療学製品が英国のバイオ企業によって市場取引され

たのに対して，ドイツのバイオ企業では１件にすぎない。２００７年には

１０件 対 １件であり，この面での英独間の格差は３年間でむしろ開いた。

しかしながら他方，治療学部門で活発なドイツのバイオ企業は，競争

力水準で英国より遠く遅れているわけでもない。臨床分野における治験

薬の総数にかんして，ドイツのバイオ企業は英国企業にある程度キャッ

表１ バイオ企業の治験薬パイプラインの英独比較

フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 不明 合計

英 国（２００４） ５２ ４８ １２ ９ １２１
ドイツ（２００４） ２５ ３２ ９ ２ ６８
英 国（２００７） ５１ ５５ ２１ ０ １２７
ドイツ（２００７） ３８ ４０ １３ ４ ９５
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チアップしており，また最終の治験フェーズⅢにおいても治験薬の実質

的な数をもっている（英国２１件 対 ドイツ１３件）。また，世界のもっと

も有望なバイオ・スタートアップ企業の毎年の選択が示していることは，

ドイツの治療学バイオ企業が国際的に競争力をもつとランゲはいう。有

望バイオ・スタートアップ企業の国際比較を示す Fierce Biotech誌に

よれば，２００３―０７年の国別の内訳は，米国６１企業（８１．３％），英国４企

業（５．３％），ドイツ３企業（４％），である。米国の競争優位は圧倒的

であるが，英独間の格差は小さいことが知られる。

２．ついでランゲは，こうした治療学バイオ企業の差異をもたらした

制度的環境について英独比較をおこなう。ただし，「われわれは分析を

３つの制度にかぎる，――金融システム，技術政策，労働市場」（ibid.,

p.１９０）。治療学バイオ企業の競争力にとって，この３領域がことのほ

か重要だからである。

⑴ まず金融システム。ランゲによれば，治療学的バイオ企業にかん

する英国の金融システムは，あらゆる分析指標の点で（治療学製品の総

額，その市場取引額，バイオ・スタートアップ企業の世界ランキング），

ドイツのそれをパフォーマンスで上回る。しかし，この指標にかんする

英独間の差異は，想定されるよりも小さい。これは，国外からの投資家

が，ドイツのバイオ産業，とくに治療学的バイオ企業に興味をもつとい

う事実に示される。加えて注目すべきは，２００６年に国内投資家が，ドイ

ツのバイオ企業のベンチャーキャピタル・ラウンドにおいて多数派を回

復したこと，また，IPO（新規公開株）の窓が，２００１年のニュー・エコ

ノミー・バブルの破裂後，ドイツの治療学的バイオ企業のために再開し

たことである。しかし，ドイツの巨大な企業と銀行は，この産業のファ

イナンスにおいて，大きな役割を果たさなかった。

１９９５年以来，ドイツ政府のイニシャティブによって，バイオ企業に投

〈資本主義の多様性〉論とイノベーション・システム論（下）

８６ （３５４）



資される多くのベンチャーキャピタル（VC）ファンドが増大した。２００１

年末のバブルの崩壊後，バイオ企業がグローバルな規模で減価した

後，２００２年に新しい局面が始まった。ドイツの投資家は大量にバイオ産

業から撤退したが，それはある程度米英の外国投資家によって埋め合わ

された。外国投資家の割合は，２００２年の３０％から２００３年の６２％に跳ね上

がったのである。その後，ドイツの投資家の割合が回復したが（２００６年

には６１％），外国投資家はドイツのバイオ企業のファイナンスの欠損を

埋めるという役割を果たした。

ここに注目されているのは，ドイツの VC企業のバイオ基金が，おも

に（英米の）外国人投資家によってファイナンスされているということ

だ。ランゲは，ドイツに拠点をおくバイオ企業 Atugenのリバース・

テークオーバー（reverse takeover，逆乗っ取り）を紹介している。

２００４―０５年，Atugenの経営者は投資資金の欠如に直面し，英国の機関

投資家から資金調達をえるべくリバース・テークオーバーという金融手

法を用いた。これは，上場された小企業がより大きな企業の所有権を獲

得するときに生じる。Atugenは，ロンドン証券取引所の VC向け市場

AIM（Alternative Investment Market）に上場されていた SR Pharma

にリバース・テークオーバーをしかけた。この操作を通して，Atugen

の開発製品と有望な技術は，英国の資本市場への直接的アクセスを得た

（４週間で１５００万ユーロの獲得）。Atugenにとって，英国の資本市場

への直接的アクセスなしには，このことはより困難であっただろう。

⑵ ついで技術政策と公的基金について。治療学バイオ企業のための

政府基金の重要性を評価するために，両国の企業にとってどんなプログ

ラムが利用されたか，さらに，どれくらいの公的基金が，臨床開発の治

療学を行う英独バイオ企業によって受け入れられたか，そしてこの基金

の源泉はどこか，どんな目的のためにこれらの交付金が利用されえたか，

という諸点をランゲは検討している。
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ドイツでは，最初の連邦基金プログラムは，バイオ地域間競争として

始まった。３つの地域が総額９０００万ユーロを受け取り，１９９７―２００２年

にかけて１００のバイオ企業がこの基金から資本を得た。バイオチャンス

（１９９９―２００４年）とバイオチャンス・プラス（２００４―２００６年）プログラム

が，それぞれ，５千万ユーロと１億ユーロの交付額をもって続いた。公

的に所有された投資銀行もまた，ドイツの治療学企業のファイナンスに

おいて重要な役割を果たす。それは，２０００年に１億３６００万ユーロに達

してピークを突いたが，２００１―０２年のバイオ産業の下降の結果として，

その後数年急速に減少した。これに対して，英国では，バイオ企業に資

金を供与することを明示的に企図したどんな政府プログラムも生じな

かった。とはいえ，バイオ企業が志願しうる交付金プログラムは存在す

る。もっとも重要なのは，１９８６年に創設された LINK協同研究スキー

ムである。LINKは，英国での公的セクターの基礎科学と産業との研究

連携を支援することに焦点を定めており，貿易産業省によって資金援助

されていた。１９９７年に，バイオ関係の LINK研究プログラムのための

交付金総額は，２３００万ユーロに達した。ほかにもいくつかの公的シー

ズ基金が，企業のスピンオフにより技術移転を改善するという目標を

もって，１９９０年代に設置された。さらには，１５のシーズ基金が，政府

の大学チャレンジ・シーズ基金計画という範囲内で英国の大学に設立さ

れた（それは総額６５００万ユーロの供与金を得た）。

ランゲは，英独のバイオ企業がどの程度，政府基金を入手しているか

を検討するために，臨床試験の治療学を進める企業についてウェブサイ

ト上で利用可能なデータを評価した（ibid., pp.１９９―２００）。２０００年から

２００７年にかけて，ドイツ企業は３０２６万ユーロを受け取ったのに対し，

英国企業は２４６６万ユーロの公的基金を受け取った。その差は小さい。

さらに，両国のバイオ企業へのインタビューは次の２点を示している。

第１に，全体の基金と比べると，政府基金はマイナーな関与しかもたな
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い。第２に，EUからの基金は競争準備的なものとはみなされないので，

臨床試験の治療学のために利用できなかった。

ランゲが注目しているのは，バイオ基金のかなりの割合が国内資源を

源泉としていないことである。具体的には，このことは，ドイツでは

２６．２０％（７９３万ユーロ）であるのに対して，英国では６７．６０％（１６６７万

ユーロ）である。EUからの基金を国内資源とみなすとしても，ドイツ

企業が受け取る基金の１０．３４％，英国の受け取る基金の３４．６７％は外国源

泉である。この著しいファインディングのもっとも重要な理由は，米国

での公的基金はまた，米国以外の企業のために利用されたということで

ある。EU内での基金とは対照的に，このことは治験的治療学のために

さえ可能だった。これは，米国の公的基金の主要な目標が，多くの場合，

国民的競争力の改善というよりは，一般に保健学の改善であるという事

実に基づいている。ドイツのバイオ企業の管理者が技術政策にかんし述

べているように，ヨーロッパやドイツではなく，米国こそが，このセク

ターの企業が巨額の政府基金を獲得できる場であり，殆ど何らの政府介

入もない自由な市場経済とみる米国のイメージはお笑い種というものだ。

ランゲは結論的にいう。政府の政策は，バイオ産業の出現において，

英国よりもドイツのほうがより積極的な役割を果たした。最近，その差

は縮小した。ただ両国間の差の縮小はともかく，臨床試験で治験薬開発

を行ったバイオ企業は，２０００年から２００７年にかけて，英国では２５００万

ユーロを受け取ったのに対して，ドイツでは３０００万ユーロを受け取っ

た。この額は，治療学の平均開発コストに比して，見劣りする。つまり，

ランゲによれば，英独の治療学バイオ企業は，国内公的基金に依存する

よりも，米国からの公的基金に依存しているのである。

⑶ 最後に，治療学的バイオ企業のための労働市場（さらには経営者

市場）について。

VOCアプローチの支持者と一致して，経験ある VC経営者は，英国
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よりもドイツのほうが製薬業の基礎をもつ経営者が多く欠如していると

報告している。しかしドイツの相対的希薄の理由には議論の余地がある。

VC経営者の観点からは，英国の優位はドイツより１０年早くスタートし

た，製薬業における合併過程にあった。この過程は最近のドイツ製薬業

においても始まったため，この相違は時間とともに消えるはずだと彼ら

は感じている。他方で，ドイツのバイオ企業の経営者は，長期の雇用保

障のゆえに，ドイツの製薬企業から経営者を引き抜くことに大きな困難

を感じた。しかし，彼らの金融的脆弱性もまた，治療学的経営者を採用

するうえでの困難の一理由をなしている。英国の労働市場は規制が緩和

されているにもかかわらず，多くの英国のバイオ企業は彼らの金融的地

位が（１９８０年代に）不安定だったとき，同様の問題を経験した。ドイツ

のバイオ企業の多くは，製薬業で従来の経験をもつ経営者を引きつけた。

ヘッドハンターによれば，製薬業の経営者は，もし彼らが企業の生命力

をプラスとみなすならば，進んでドイツのバイオ企業に移動するという。

ドイツのバイオ企業は，金融困難のさいやプロジェクトの失敗のさい，

収益があがらないために従業員を解雇できる。企業が景気悪化の雇用へ

の直接的効果を証明することができれば，ドイツ労働法のもとでも解雇

は可能である。英独の基本的な差異は，バイオ企業での解雇予告の最小

期間が英国企業で１ヵ月なのに対して，ドイツでは３―６ヵ月であるこ

とだ。また，会社法も，１，５００人以上の従業員をもつ企業では，監査役

会で５０％の従業員代表が必要とされ，これがしばしば解雇に反対する有

効なハードルをなすが，バイオ企業のばあい従業員解雇を禁じていない。

さらに，労使協議制も，ドイツのバイオ企業では，極端に稀である。こ

れはある程度，科学者は，彼らの利益を個別に追求する傾向があるとい

う事実にもとづく。労働組合は，ドイツのバイオ企業，少なくとも治療

学的バイオ企業という領域には欠けている。最後に，２００４年の臨床試験

の治療学をもったドイツのバイオ企業のウェブサイト分析が明らかにし
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たのは，これらの企業に欠けていた追加的技量を引きつけるために監査

役会が利用されたことである。VC経営者は４５％を占める最大グループ

であり，第二グループは２３％を占め，おもにドイツ由来の製薬業からの

トップマネジメントであった。

結論的にいえば，労働法は，治療学バイオ企業にとって，ドイツにお

いてよりも有利である。すなわち，英国の企業は，ドイツの企業よりも

すばやく従業員を解雇できるし，製薬業の経営者をよりよく引きつける

ことができる。他方で，こうした相違は，むしろ小さい。ドイツの治療

学バイオ企業は，短い期間内に，法的問題なしに，従業員のかなりの割

合を解雇できる。かれらはまた，ドイツの製薬業から，バイオ製薬に経

営者を引きつけることができる。最後に，労使協議制はドイツのバイオ

産業にはめったに存在しない。

３．ランゲは，以上のような経験的検定の結論として，制度的異質性

論と国際化論を VOCアプローチへ統合することを主張している。さら

にいえば，制度的異質性と国際化は互いに孤立して見られてはならず，

むしろあい関連するものとして見られねばならないという。例えば，国

際ベンチャーキャピタリストはドイツでの専門的な国内ベンチャー企業

の出現にとって決定的であったとさえランゲはいう。ある市場経済の支

配的諸制度，制度的異質性，国際化のあいだの相互作用（interplay）

を概念化することはまた，ビジネスシステムについて，およびそれがど

のように進化するかについて，より動態的なパースペクティブをあたえ

るだろう。

ただし，ドイツ CMEにおける根元的イノベーション部門の確立が，

差異的成長に結果し，ついには深い自由化に至るような「制度的堆積 in-

stitutional layering」５）をもたらすかどうかは，なお開かれた問題である。

ランゲは，制度的堆積が生ずるであろうし，ベンチャーキャピタル市場
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と株式市場で若いハイテク企業部門が成長するであろうと想定はする。

しかし，このプロセスがドイツ CMEの支配的な制度を次第に置き換え

るであろうとは考えない。それらが創出するバイオ企業の数と職務の数

は，特殊機械や自動車のような産業に比べれば極めて小さいことを念頭

におかねばならないからだという。それゆえ，根元的イノベーション戦

略を追求するハイテク企業を強化するためにドイツ市場経済の深い自由

化が起こるとは考えにくい，とランゲはいう（ibid., p.２０４）。

ランゲの論稿が示したことは，ドイツ市場経済は制度的に異質であり，

また企業は外国のビジネスシステムの制度から利益を得られるというこ

とである。この結果は VOCをめぐる討論にとって大いに重要性をもつ。

というのも，ランゲの検証が，国民的市場経済の制度的同質性について

の VOC賛同者の暗黙の仮定に挑戦し，CMEの典型的ケースとみなさ

れるドイツの例における企業の戦略的偏倚の無視に挑戦するからである。

そればかりではない。さらにランゲにいわせれば，ドイツのみならず

米国もまた VOC論者が予想するよりも制度的に異質であるという経験

的データがある。バイオ企業が――後段の製品開発にとってさえ――米

国から多額の公的基金を受けることができたという事実は，米国がしば

しば特徴づけられるようなクリアカットの LMEではないことを示す。

実際，政府プログラムは米国のハイテク産業にとって全く重要である。

Lerner（１９９９）によれば，１９９５年には米国でハイテク小企業のために２８

の公的補助金プログラム（それは全体で２４億ドルにのぼるハイテク企業

給付金を提供した）が存在した。対比すれば，１９９５年にハイテク小企業

に投資された民間ベンチャーキャピタルの額は，３９億ドルだった。２００３

年に供給された公的ベンチャーキャピタルの額は，３５億ドルと推定され，

これは戦後の米国の科学政策における「公的ベンチャーキャピタル戦略」

５）Streeck and Thelen,２００５, pp.２２―２４. この概念については後述。
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であると結論された。ランゲは興味深い将来の研究課題として，つぎの

問題を提示している。――米
�
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，と（ibid., p.２０５）。

Ⅳ 資本主義の多様性論の動態化に向けて

Ⅳ―１ 制度変化の４つの局面

R. ディーグと G. ジャクソンは，「資本主義の多様性のより動態的な

理論に向けて」（２００７年）を共同執筆し，制度変化の４つの主要動向を

サーベイしたうえで，制度変化研究のためのアジェンダを提示している。

必ずしもイノベーション・システム論を主題としたものではないが，

VOC論の動態化に向けての展望論文として重要であり，本稿に必要な

かぎりで，その内容を紹介・検討しよう。

この論稿は，まずは，比較資本主義研究に挑戦する，制度変化の４つ

の経験的に観察可能なカテゴリーに焦点をあてる。４つとは，⑴ トラ

ンスナショナル化と多次元ガバナンス，⑵ 国民経済内の企業間異質性

の増大，⑶ フォーマルな安定性のもとでの制度の機能的な変化，⑷ 国

民的モデル内の組み替えとシステム変化。こうした変化要因は１９９０年代

の半ば以降に強まり，現存する比較資本主義論に挑戦している。その内

容をみよう。

⑴ トランスナショナル化と多次元ガバナンス

ひとつの主要な変化集合は，経済的アクターのトランスナショナル化

の増加，ならびに国民国家を超える諸制度の多次元な性格から生ずる。

多国籍企業とグローバルな投資家の重要性の増加は，国内的制度配置の

「制約効果 constraining effects」をさまざまに減ずる。レジーム間競

争は，国民経済間を移動すべく退出オプションを行使できるグローバル

に移動する企業と投資家から生じ，自らに適した制度的文脈にその行動
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を立地させる。トランスナショナル化は，母国での慣行を受け入れ国へ

移転するばかりでなく，受け入れ国のよき経験を母国に逆移出する（「逆

波及 reverse diffusion」）という形態もありうる。

ナショナルな資本主義は，異なる制度領域の規制する範囲がますます

異なる地理的規模で生じているという意味で，「制度的に不完全になっ

ている」。例えば，EUはいまや広範囲の製品市場のみならず，金融市

場，企業統治制度をも規制しており，また労使関係と社会保障制度にも

より小規模だが影響を及ぼしている。ヨーロッパの諸市場を支援する

EU指令はしばしば，とくによりコーディネートされた形態の資本主義

にとって，国内規制に挑戦する。同様に，大企業や金融制度はますます

国際ルール（例えば会計基準）に，産業特有な規範や慣行（例えばバー

ゼル委員会の銀行規制）に，特有な国外規制レジーム（例えばニューヨー

ク証券取引所への株式上場）に，ますます自らを方向づける。国内政府

のほうは，これらのトランスナショナルなルールや制度に企業が対応で

きるよう国内ルールを緩和したり修正している。こうした種類の多次元

のガバナンスシステムは，ますます拡張するヨーロッパないし国際的な

制度によって国内制度が圧倒されることを意味する。その結果，たとえ

ばヨーロッパ経済は，その事実によって，国内的制度配置の多くにおい

て（一つのモデルへの収斂ではないにせよ）しだいに共通性を増すにち

がいない，とディーグ／ジャクソンはいう。

最近の比較資本主義論は，こうしたトランスナショナル化と多重レベ

ル・ガバナンスの問題に向けていくつかの戦略を提案した。一つの可能

性は，国際的制度がどのように国内制度に影響するか，ならびに国内制

度がどのように国民的アクターと越境圧力とを調停するかをより明示的

に理論化することである。もう一つの可能性は，トランスナショナルな

制度のなかで育まれる（nested）ものとして国民的制度をみること，そ

れゆえ，資本主義の類型学を構築するもう一つの制度領域としてそれら
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を加えるというものだ。すなわち，トランスナショナルな制度を，セク

ターレベル（例えば医薬品部門）であれ，領域レベルであれ（例えば労

使関係），地理的レベルであれ（例えばヨーロッパ，北米，東アジアで

の異なる地域統合過程），仲介されない因果関係をもつものとして，ト

ランスナショナルな制度を扱うことである。最後の可能性は，分析単位

としてネーションから距離をおくことである。資本主義の多様性は，国

民的差異をとおして持続するのではなく，サブナショナルな地域，国際

化されたセクター，グローバルに活動する企業の相互作用のなかで持続

するのである。こうした試みはすべて，国民的レベルの自己制約的視点

をこえて，制度的環境をより複合的に概念化する必要性を示唆してい

る６）。

⑵ 企業間異質性の増大

多重レベルのガバナンスのひとつの帰結は，国民的モデル内で企業間

の異質性が増大することである（「モデル内モデル」問題とよばれる）。

例えば，最近の規制改革は，グローバル化を志向する企業のために異な

る新たなルール集合を提供した。この種の「制度的堆積」は，セクター

と企業に特有な特性にしたがって新旧のビジネス慣行の差別的採用を可

能にするかもしれない。例えば，企業統治改革を進める日本企業の可能

性は，外国株主からの対抗圧力に依存するが，しかしまた，過去の企業

間ネットワークへの埋め込みの度合いにも依存する。結果として，日本

企業の企業統治性格は（改革の採用 対 非採用の結果），企業が金融手

法を選ぶさいの制約がより小さくなる度合いに応じて，そして企業性格

の新たなハイブリッドな結合が――伝統的な日本モデルの持続と並んで

６）ヨーロッパをフィールドとしたマルチレベル・ガバナンス論としては，八
木・清水・徳丸編（２０１７）が参照されるべきである。
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――生命力あるかに応じて，より多様になった。ディーグ／ジャクソン

は，１９９０年代半ば以降における日本の企業システムの変容を明らかにし

た青木昌彦らの仕事７）を例示している。青木らのファクトファインディ

ングはこうである。

米国型企業（A企業）の特徴が，市場志向的な金融・所有構造（直接

金融と機関投資家の優位）と内部組織（外部取締役採用，強い業績連動

報酬，流動的な雇用）との結合からなるとすれば，この意味の米国型は

日本では明確なグループとして識別されない。かといって，関係志向的

な relational金融・所有構造と内部組織とが結合する伝統的な企業（J

企業）は，もはや多数派ではない。むしろ１９９０年代から支配的になりつ

つあるのは，市場志向的な金融・所有構造と，長期関係を重視する関係

志向的な内部組織（内部者中心の取締役会と長期雇用慣行）が結合した

ハイブリッドタイプである。これはⅠ型ハイブリッドあるいは「関係的

雇用の市場モニタリング」とよばれ，市場志向型ファイナンスと関係的

組織アーキテクチャを結合している。日本の代表的製造業大企業がこれ

に属する。これに対して，銀行借り入れに依存して機関投資家の比率が

低い一方，有期雇用や成果主義的賃金，ストックオプションを積極利用

する企業も日本では独自のクラスターをなしている。この企業群も，関

係志向的な金融と市場志向的な雇用システムという二つのモードが結合

している点ではハイブリッドだが，結合の仕方は先のものとは逆である。

こちらはⅡ型ハイブリッドあるいは「市場志向型雇用の銀行モニタリン

グ」とよばれ，銀行志向型ファイナンス，インサイダー中心の取締役会

と市場志向型雇用・インセンティブ制度とを結合している。ここには，

知識集約的な IT（情報技術）関連産業やバイオ関連産業など，ニュー

エコノミー産業とよばれる社齢の若い企業が多い。もちろん，あらゆる

７）cf. Aoki, Jackson, and Miyajima（eds.）（２００７）; Aoki（２０１０）.
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次元で関係志向的要素を示す伝統的な日本の株式会社群（J企業）も，

従業員数での比重は減じているが，企業数の割合では依然として多く存

在する。

こうした動向と並んで，制度的ガバナンスの配置における国民的モデ

ルとの差異を示す，地域経済の持続や復活（北イタリアやドイツの産業

地区 industrial districtsが典型）を力説する文献が注目されている。こ

れらは，国民的制度の重要性を否定することなく，別の制度化メカニズ

ムが領域内のより小さな規模ではたらくことを力説した。例えば，A.

サクセニアン（Saxenian,１９９４）の米国シリコンバレーの研究が示すよ

うに，企業間の直接的な結びつきに基づく社会的ネットワークが，シリ

コンバレーと米国東海岸とで異なること（同一国内での地域間差異）が，

関心を集めてきた。

要するに，異質性はつねに国民的モデルの特徴だが，しかし国民国家

レベルでの制度化のフォーマルなメカニズムが多次元レベル・ガバナン

スへと断片化されるにつれ，また社会的ネットワークのようなフォーマ

ル度の低いコーディネーション様式のためにより大きな余地を残すにつ

れ，異質性は増大する傾向にある。たとえば，企業の境界のシフトが産

業レベルの団体交渉のように連携的形態でのガバナンスを企業の外に移

転させる，それゆえ制度の境界が問題になる（労働市場のデュアリズム

をめぐる議論のように）。より基本的には，多重なセットの企業レベル

の慣行が国民的配置内で調整されるその程度は，経験的問題であって，

国民的システムの類型間で異なる傾向にある。たとえば，LMEは，よ

り地域的な実験を寛大にみるかもしれないのに対して，CMEでは，選

択はより制約が大きいかもしれない。国民的モデル内の異質性を論ずる

ディーグ／ジャクソンのつぎの結語は重要であろう。「企業慣行の多様

性は一国内部でよりも国と国の間でのほうが依然としてより大きいもの

の，国内部の多様性の研究ならびに逸脱した事例としての企業の研究は，
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国のシステム内部での変化プロセスを理解するうえで決定的である」

（Deeg and Jackson,２００７, p.１５６）。

⑶ フォーマルな安定性のもとでの制度の機能的な変化

制度はフォーマルな安定性を保持しながらも機能的に変化する。後述

するように，シュトレーク／セーレンはこの進化を制度的「転化 con-

version」８）とよぶ。代表的な事例として，ドイツの共同決定が例示され

ている（Jackson,２００５）。

ドイツの共同決定（codetermination）は，大企業での労使協議（works

councils）と監査役会への代表権を通じて企業の意思決定に従業員が参

加する法的・社会的制度の複合体をさす。これは１９世紀にまで遡る起源

をもち，多くの経済的ショックと社会的・政治的変動を乗りこえてきた。

だが，法的ルールのフォーマルな持続性は，――時間を越えた，産業セ

クター間の，個別企業間の――組織的実践としての多様性と著しい対照

をなしている。共同決定は当初，従業員の企業秩序への統合ならびに独

立系労働組合の影響力の回避を狙った国家介入をつうじて発展した。こ

の政治的妥協は，労使協議が従業員の利益を代表する一方，同時に企業

の利益を求めて経営陣との協力を促進するという，「二重の方向づけ

dual orientation」（ibid., p.２３０）を結果としてもたらした。この曖昧な

役割は，違った方向に発展しうる多くの潜在的な可能性を残した。労働

組合は当初，産業別労働組合へのパターナリスティックな企業ベースの

対抗として共同決定に反発した。しかし後に，労働組合の力を現業労働

者へ浸透させるために共同決定を受容し利用するようになった。この点

は経営側も同様である。経営側ははじめ共同決定に反対したが，第二次

大戦後の労働紛争を減ずる方策として，またドイツの高技能・高品質の

８）Streeck and Thelen,２００５, pp.２６―２９.
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製造業部門を支える従業員の関与を改善する方策として，共同決定を利

用するようになった。近年ではさらに，新たな資本市場の圧力と企業統

治改革という光のもとで戦後来の妥協が再び再交渉されている。

ドイツの共同決定は，大規模な崩壊や代替をこうむるというよりも，

むしろ漸進的な仕方で進化したのであり，このように，フォーマルな安

定性が維持されながら制度は機能的に変化しうるのである。

⑷ 国民的モデル内の組み換えとシステム変化

資本主義の多様性論の多くは，国民的システムのマクロレベルでの安

定性を仮定しているが，国民経済はまた，資本主義の想定された類型に

もはや適合しないほどの制度変化を経験している。１９８０年代または１９９０

年代以来，いくつかの変化事例はまったく根元的であり，国によっては

異なる資本主義カテゴリーに移動したものとして分類し直される，と

ディーグ／ジャクソンはみる。よりしばしば，制度変化は，２つの（ま

たはそれ以上）の理念型間には収まりにくいほど混合的な様相を呈して

いる。

変化が各類型内で生じるのか，それとも類型間で生じるのかは，資本

主義を比較するさいに採られる類型論それ自体に大いに依存する。

LME対 CMEという当初の広い二分法的区別は，とくにコーディネー

ト型からハイブリッド型への変化を理解するのに粗雑にすぎる。ドイツ

は依然として CMEだとしても，諸制度がどのようにコーディネーショ

ンを実現するのかが見逃される，とディーグ／ジャクソンはいう。コー

ディネーションは，ネットワーク，アソシエーション，国家のような多

様なメカニズムを通じて行われるが，CMEコーディネーションという

広い括り方ではそれが見逃されるのだ。

要するに，タイトな補完性をもつ整合的な制度集合として資本主義の

国民的多様性をみるという捉え方が問題なのである。資本主義の国民的

千葉大学 経済研究 第３２巻第３・４号（２０１８年３月）

（３６７） ９９



形態は制度的に断片化され，国内的に多様であり，諸制度の形態と機能

の結びつきにかんしより多くの弾力性を示すという経験的研究が増えて

いる。これらの傾向は全く新しいというわけではないが，現存する理論

的枠組みのなかで充分に検討の俎上にのせられていない，とディーグ／

ジャクソンはみる。比較資本主義論の多くの基本洞察，つまり諸国は収

斂せず，変化はしばしば漸進的であり，諸制度は異なるセクターで異な

るセットの比較優位を提供するという見方は，依然として十分に検討さ

れていない。いいかえれば，比較資本主義論は，企業行動の国民間パ

ターンを説明するのに依然として強みをもつが，説明されるべき行動パ

ターンは諸国間の不揃いさが減るかたちで進化しており，制度がこうし

た行動を形づくる様式もしばしば変化する。資本主義の多様性の安定性

と変化とを二つながら説明するためには，制度変化の基礎的問題をあら

ためて検討することが必要なのだ。こうした考察から，ディーグ／ジャ

クソンはつぎに，制度変化研究のためのアジェンダを提示する。

Ⅳ―２ 制度変化研究のためのアジェンダ

ディーグ／ジャクソンは，資本主義の多様性のよりダイナミックな概

念化のために３つの分析レベルを同時に前進させる必要があるという。

３つとは，ミクロレベル，メゾレベル，マクロレベルである。ミクロレ

ベルでは，アクターが制度をいかように再形成するか（how actors re-

shape institutions）についての理解を組み込んだ決定論的性格の弱い制

度の見方（less deterministic view of institutions），すなわち，特定の

行為コースへの制約（constraints）としてだけでなく，制度を変容させ

る新たな行為コースのための資源（resources）として制度を捉える見

方を，発展させる必要がある。第二はメゾレベルであり，諸制度間およ

び制度的ドメイン間の連繋（すなわち補完性）をより適切に特定化し，

ある制度の変化がいかように他の制度の変化に影響を及ぼすかについて
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理論化する必要がある。第三のレベルはマクロレベルであり，現存する

類型学を再考するだけでなく，国内政治や国際政治の力関係を資本主義

のモデルに組み込むことである。この論稿は全体として，制約としての

制度という捉え方から資源としての制度の捉え方への力点移動をとくに

強調している。ディーグ／ジャクソンは，制度変化を研究するためのア

ジェンダとして，⑴ 制度変化のミクロレベル，⑵ そのメゾレベル，⑶

資本主義システム変化のマクロレベルについて，つぎのように論ずる。

⑴ 制度変化のミクロレベル

制度変化をミクロレベルから理解するうえで三つの論点が提出されて

いる。

第一に，制度は外生的制約に還元されることなく，変化のための十分

な範囲を確定できるように認知されねばならない。第二に，変化の特有

なメカニズム，すなわち変化がどのように起こるかが，より経験的な基

礎づけをもって説明されねばならない。第三に，そしてより野心的な課

題として，制度の変化に関するアクターの選好，そして変化はいつ起こ

るかを，特定することである。

第一に，制度の性格について。制度は一般に，アクターの行為を制約

するものとして論じられる。これは「ゲームのルールとしての制度」観

である。そこでは，行動が制度のルールに適合するかぎり（制約内の選

択），制度変化は不可避に外生的なものとみなされる。しかし，行為に

とって「資源としての制度」という新しい見方は違う。この見方は，

「ゲームの均衡としての制度」観と適合するという利点をもつ。つまり，

制度をゲームのルールとしてだけでなく，プレイヤーがゲームをするさ

いの自己拘束的な（self-enforcing）制約とみる制度概念（青木昌彦を参

照せよ）と整合的である。そこでは，均衡がアクターと資源，他者の行

動の予想，戦略との動態的なフィードバック過程とみなされる。また，
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制度をより広い社会的慣習の集合から区別することで，制度はしばしば，

予測可能性のみならず正統性 legitimacyを賦与された期待のより

フォーマルな集合的拘束と捉えられる（Streeck and Thelen,２００５, pp.

９―１０）。

ミクロレベルの第二の論点は，制度がどのように変化するかである。

ディーグ／ジャクソンは，シュトレーク／セーレンの制度変容論を大い

に評価する。いまや制度変容論のスタンダードになりつつあるその議論

を確認しよう。

そこでは，まずは制度変化のプ
�

ロ
�

セ
�

ス
�

と結
�

果
�

の観点から，４つのタイ

プが確認される。変化のプ
�

ロ
�

セ
�

ス
�

の観点からは，漸進的 incrementalな

のか急変（突然）abruptなのかが区別され，変化の結
�

果
�

の観点からは，

継続性 continuityをもつか不連続（断絶）discontinuityなのかが区別

される。表２９）に示されるように，変化のプ
�

ロ
�

セ
�

ス
�

が漸
�

進
�

的
�

で変化の結
�

果
�

が継
�

続
�

性
�

をもつばあいは，「適応を通じての再生産 reproduction

through（by） adaptation」とよばれる。これは現存の制度を安定化す

る限界的適応がなされる事例をいう。つぎに，変化のプ
�

ロ
�

セ
�

ス
�

が突
�

然
�

で

結
�

果
�

が継
�

続
�

性
�

をもつばあいは，「生き残りと復帰 survival and return」

とよばれる。これは主要な歴史的断絶を通じた再配置をともなう制度の

継続ないし再出現である。これらに対し，変化のプ
�

ロ
�

セ
�

ス
�

が漸
�

進
�

的
�

で結
�

９）Streeck and Thelen,２００５, p.９.

表２ 制度変化のタイプ――プロセスと結果

変 化 の 結 果

継 続 性 断 続 性

変 化 の
プロセス

漸 進 的 適合による再生産 漸 進 的 変 容

急 変 的 生き残りと復帰 崩 解 と 置 換
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果
�

が不
�

連
�

続
�

のばあいは，「漸進的変容 gradual transformation」とよば

れる。これは，時間につれて累積的効果をもつ，長きにわたる一連の漸

進的変化から生ずる基礎的な制度変化である。最後に，変化のプ
�

ロ
�

セ
�

ス
�

が突
�

然
�

で結
�

果
�

が不
�

連
�

続
�

のばあい，「崩壊と置換 breakdown and replace-

ment」とよばれる。ここでは，一つの制度が終焉し，他のものによっ

て置き換えられる。ディーグ／ジャクソンは変容する制度変化（結
�

果
�

の
�

不
�

連
�

続
�

）に焦点をあてるので，後者の２つのタイプがとくに興味深いと

いう。ただし，制度変容論でとりわけ注目されているのは，このうち第

３の漸
�

進
�

的
�

変
�

容
�

のカテゴリーである。そこではさらに立ち入って，５つ

のメカニズムないし変化モードが確認されている。置換・堆積・漂流・

転化・枯渇のメカニズムがそれである。以下，簡単に説明しよう。

まず５つのメカニズムないし変化モードとは次のように説明される１０）。

①「置換 displacement」とは，ある制度が他の制度に取って代わるこ

と，ある制度が最初の制度に沿って生き残り，それを締め出すことであ

る。②「堆積 layering」（制度併設）は，新たな制度が既存の制度に沿っ

て創出されるが，時間とともに新制度のほうが旧制度よりはるかに急速

に成長し，著しく優位をえる。③「漂流 drift」（制度放置）は，アクター

が現存の制度を環境変化に適応させず，結果として制度変化の意味・範

囲・機能に適応させないことである。④「転化 conversion」（制度転用）

は，現存する制度が新たな目標・機能のために利用されることである。

⑤「枯渇 exhaustion」（制度廃棄）は，突然の瓦解というよりもむしろ

時間につれて次第に生じる制度崩解をさす（表３を参照）１１）。

ディーグ／ジャクソンはさらに，より最近の研究から，制度変化が

フォーマルな政治過程をつうじて国家によって委任されるか支援される，

もう一つのメカニズムを，「改革 reform」として提示している１２）。

１０）ibid., pp.１８―３１.
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これらのさまざまな変化メカニズムは，外生的原因を考慮に入れるだ

けでなく，内生的源泉も考慮に入れている。制度を意識的に変えるアク

ターの戦略的努力，いわば「制度の起業家 institutional entrepreneurs」

のもつ主要な役割が，共通に力説される。制度により規定された行動と，

現実の行動とのあいだのギャップゆえに，アクターは制約する制度を別

１１）宮本太郎（２００８）は，「政治における現状維持志向」と「その制度自体の転換
に対する抵抗」を二つの座標軸にした Hacker（２００５，p.４８）の「制度転換戦
略のマトリクス」によりながら，②「既定政策を廃棄することなく新政策を
創設する」「堆積 layering」に「制度併設」という訳語を，③「環境変化への
未対応による既定政策の実質転換」を意味する「漂流 drift」に「制度放置」
という訳語を，④「既定政策の転用」を意味する「転化 conversion」に「制
度転用」という訳語を，それぞれあてている。①「displacement（あるいは re-
placement）制度置換」，⑤「枯渇 exhaustion（あるいは elimination）制度廃
棄」とともに，妥当な訳語であろう。同書，５２―５６頁を参照。

１２）Deeg and Jackson,２００７, p.１６３. また，Hall and Thelen（２００９）も参照。

表３ 制度の漸進的変容の４モード
その制度自体の転換に対する抵抗
高 低

政
治
に
お
け
る
現
状
維
持
志
向

高

漂 流
（制度放置）

Drift

環境変化への未対応によ
る既存制度の実質転換

転 化
（制度転用）
Conversion

既存制度・政策の転用

低

堆 積
（制度併設）

Layering

既存制度を廃棄すること
なく新制度を創設

崩解・置換
（制度廃棄・制度置換）

Elimination／
Replacement

旧制度を廃棄して新制度
に置き換える
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様に一新したり，回避したり，再結合したりできるのである。こうした

ギャップは，多くの源泉から生じるのであり，新しい文脈に制度的ルー

ルをどう適用するかについての解釈の曖昧さに内在している。

ミクロレベルの第三の課題は，アクターがいつ変化を求めるか，いつ

あるタイプの変化が他のそれよりも起こりうるかについての理論を発展

させることだ，とディーグ／ジャクソンはいう。この挑戦的な問いは困

難である。資源としての制度の定義から生じる潜在的な解答は，アク

ターは制度の変化をつねに求めるというものだ。制度との絶えざる実験

がより有利となるように制度は利用される。変化の圧力は，経済的意味

ないし価値合理的行動の光に照らして，制度が機能するのに失敗すると

き生ずる。すなわち，制度を基礎的な経済的利害により資するよう方向

づけることが変化への主導的な動機づけとなろう。だがそれだけではな

い。政治的力量の相対的利得もまた重要であり，ときに政治的力の相対

的利得への欲求がより重要となりうる。したがって，根拠が経済的であ

れ政治的であれ，変化はアクターが直面する問題の性格を診断し，また

他のアクターに変化の必要を説得しようとする熟慮の過程としてしばし

ば始まる。制度変化は再分配の帰結をともなうため，それは本質的に政

治的プロセスをなす。ディーグ／ジャクソンによれば，特殊なタイプの

変化は，ある所与の歴史的時期の特殊なシステム内に共存する制度とア

クターの特殊な複合体（constellation）に依存して生ずるのであって，

事前に特定されるわけではない。

こうした一般的な組織化概念はさらに，事例特殊的な条件にかかわる

より具体的な仮説に組み込まれる必要がある，とディーグ／ジャクソン

はいう。たとえば，職業訓練・教育問題にかんして，企業は労働者の訓

練にどの程度投資すべきかにかんし，集団的行動の問題に直面する。も

しもある企業があまりに多くを投資し，その労働者を他の企業が引き抜

くならば，その投資に十分なリターンを得られない。しかし，逆に企業
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が投資に失敗するならば，要請される技能が労働者に欠けることになる。

こうしたジレンマを解くべく異なる経済は特有の制度的均衡をうみだす

といわれる。ひとたびこの均衡が知られるならば，アクターの選好を特

定することは，また特殊な種類の外生的な（内生的でさえある）――現

在の均衡のもとで各アクターの「ペイオフ」に影響を及ぼす――制度変

化にどのように応じるかは容易になる，と議論されている（Thelen,

２００４）。

⑵ 制度変化のメゾレベル

制度配置と国民的モデルのメゾレベルが，比較資本主義文献の中心に

ある。異なる制度の変化がどのように相互に関連するかについて多くの

問題が未解決のままである，とディーグらはいう。「制度的補完性」の

概念が VOC論のコアにあるが，補完性がどのように捉えられ，測定さ

れるかについては論争がある。

ホール／ギンガリッヒ（２００４）は，制度的補完性を測定するのに注目

すべき努力を費やし，内的な首尾一貫した経済のクラスタリングを――

混合カテゴリーのいくつかと並んで―― CMEと LMEのうちに見出し

た。かれらは，高いレベルの内的統合性をもつ二様の経済（市場コー

ディネーションと戦略的コーディネーション）が，統合度の低いレベル

の経済よりも成長率が高いことを見出した。ただし，制度的補完性と経

済成長の相関関係は時間とともに弱まることも，二元論的なかれらのテ

ストは見出している１３）。さらに，ケンワーズィー（２００６）の研究に至っ

ては，時間の進展についても諸国の分類においても，制度的調整の程度

とパフォーマンスとの間には何らの相関も見出されないとされる。

１３）Hall and Gingerich（２００４）の制度的補完性論については，遠山弘徳（２０１０）
の第２章が詳しい。また遠山弘徳（２０１７）も参照。
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制度変化にとって補完性が全体としてどのような重要性をもつかをめ

ぐり，単純化していえば，２つのアプローチが並立している。一つは均

衡論的・機能主義（equilibrium-functionalist）アプローチであり，他の

一つは歴史的・政治的（historical-political）アプローチである。前者で

は，アクターにとってある制度の価値を増大させるように補完性が制度

を安定化するのに資する，自己制約的均衡をあらわす。そこでは，異な

る制度的結合の費用・便益計算がおもな争点になるが，分析は静態的で

ある。ディーグ／ジャクソンは，アクターの能力とともに制度的補完性

も進化するという点に着目しており，「資源としての制度」の概念にも

とづく後者のアプローチを支持している。

ディーグ／ジャクソンは，制度的補完性について次のように要約する。

補完性は，制度の安定性と変化に影響をあたえる多くのダイナミクスの

一つにすぎない。安定性の他の源泉には，サンクコスト，資産特有性，

コーディネーション問題，政治的拒否点，ポジティブ・フィードバック

（経路依存性）などがあり，これらは必ずしも補完性を反映しない。し

かし，比較資本主義論はメゾレベルでは，発達した政治経済での多くの

――ときに射程の長い――変化を説明するために制度的補完性の性格と

役割の考え方を進展させる必要がある。むろん，資本主義システムの同

じタイプに属する政治経済が，制度領域間の同じレベルの補完性をもつ

とか，緊張や対照的論理が内的にパフォーマンスを浸食するとか，と想

定することはできない。制度的補完性が，経済的アクターの戦略的選択

に対し，一般に想定されてきた以上に可変的で，制約の小さいものであ

るならば，資本主義の国民的モデル間の差異を特殊な補完性の存在にの

み基礎づけるのは賢明ではないかもしれない。したがって，補完性が資

本主義の多様性論にとって強力で中心的なアイディアでありつづける一

方，そのパフォーマンス効果の現実の強みと堅固さはより精緻な経験的

検定に服さなければならない。ディーグ／ジャクソンは，集合理論的方
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法 set-theoretical methods１４）と「企業の多様性」パースペクティブが，

研究の二つの実り多き方向であるという（ibid., p.１６９）。

⑶ 資本主義システム変化のマクロレベル

ディーグ／ジャクソンによれば，比較資本主義文献のマクロレベルは，

２つの一般的挑戦に直面している。第一は，国家の構造ならびにフォー

マルなルール策定パターンがどのように変化プロセスを形づくるかにつ

いて現存のアイディアをもっと発展させねばならない。とくに，フォー

マルな政治的権限によって創出され実施されるフォーマルな諸制度に対

して関心が払われるべきだという。第二は，一国の政治経済が，いつそ

していかように，あるタイプの資本主義から別のタイプの資本主義へと

転換しうるかをより明瞭に説明するために，異なる経済をさまざまな資

本主義カテゴリーに帰するための基準と理論的根拠を再検討しなければ

ならない。

まず第一点。ホール／ソスキス（２００１）は，CMEが，連合政府と多

重の拒否点（しばしばコーポラティズム）により特徴づけられる「コン

センサス型政治システム」によって促進される，と想定した。こうした

システムは，さまざまな非市場形態のコーディネーションを維持する制

度が変化するのを抑制する傾向にある。逆に，集権型（多数決型）の政

治権力を有する国家は，LMEの比較優位を強化する市場志向的政策（や

改革）を導入するのがより容易である。このことから，ホール／ソスキ

スは，CMEでは，主要な経済的アクターは戦略的コーディネーション

の確立されたパターンを守る漸進的適合を通して外的な市場圧力に反応

すると結論している。

１４）集合理論的方法や「質的比較分析 qualitative comparative analysis, QCA」な
ど，比較資本主義の分析手法については，遠山（２０１０）の第２章を参照。
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ディーグ／ジャクソンは，B. アマーブルが「制度の階層性 institu-

tional hierarchy」論を主張することにおいて独自だという（Deeg and

Jackson,２００７, p.１７０）。「制度の階層性」とは，制度変化を主導するも

のとして諸制度間の両立性・補完性にヒエラルキーをみる見方である。

それは，ある一つの制度の変化が a driving institutional formとして他

の諸制度の変化を牽引すると捉える見方である。しかもアマーブルのば

あい，「特有な社会－政治的均衡と特有な支配的ブロック」の形成とい

う観点から制度的階層性を捉えている点に特徴がある１５）。

制度変化は政治的構造と過程によって強く条件づけられるという基本

合意がある一方で，国家それ自体の現実的役割にかんし研究者間に見解

の相違がある，とディーグ／ジャクソンはいう。ホール，ソスキス，ア

マーブルのような研究者は，制度の要求をめぐってグループが争闘する

競技場（アリーナ）として国家を捉えるのに対して，他の研究者は，国

家がそれ自身の権利において制度的結果に影響を与えうるアクターとし

てみる（ibid.）。

政治的ダイナミクスは資本主義モデルのうちに次第に統合されてきた。

partisanshipという用語でアマーブルは，LMEは右派政党の支配を示

し，CMEは左派の支配を示すとしたのに対して，いくつかの新しく重

要な仕事は，ヨーロッパでの金融と企業統治の自由化を促進する左派政

党の――逆説的だが――広範なパターンを示している（ibid.）。同様に，

政治システムの特性が比較分析のうちに取り込まれた。ここでは，シス

テム内での政治権力の集中を主要な分析変数として用いる傾向，すなわ

ち，政治システムがどの程度，多数決型かコンセンサス型かをみる傾向

が，存在している（ibid., p.１７１）。

１５）アマーブルの制度的階層性論については，Amable（２００３），pp.６６―７３（邦訳，
９２―１０１頁）を参照。また，安孫子（２０１２），４４３―４５２頁をも。
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マクロレベルの第二の挑戦は，国民経済があるタイプの資本主義から

別のタイプの資本主義へいつ変化するかを問うための基準と理論的根拠

を発展させることだ，とディーグ／ジャクソンはいう。あらゆる国民経

済は一般に，資本主義の異なる理念型に属する諸制度の（ある程度の）

混淆としてみられるので，この挑戦はむつかしい。つまりこの問題は，

所与の文脈の外側から採用された制度を既存の制度と結びつけるプロセ

スであるハイブリッド化の概念にかかわる。何が何とミックスされるの

か，その結果はどう異なるのか。ディーグ／ジャクソンは，日本の企業

統治のハイブリッド化にかんする先の青木昌彦らの試みを例示している

が（ibid., p.１７１），マクロレベルの事例としてこの研究をあげるのはや

やミスリーディングであろうか。

しかも問題はこれにとどまらない。これらの問題は，個々の制度が変

化する一方で，アクターの行動は基本的に変化しないという事実によっ

て，いっそう複雑になる，とディーグらはいう。逆に，安定した制度が

また，時間につれて異なる行動を生み出すかもしれない。重要な持続性

にもかかわらず，蓄積された調整は，システムがまったく異なる論理

（資本主義の他の既知のタイプへのシフトであれ，既存の類型学の見直

しを要求する新たなロジックでさえあれ）を帯びてしまうことを意味す

るかもしれない。

ディーグ／ジャクソンによれば，特殊なタイプの資本主義に諸国を割

り振ったり，変化を評価したりするもうひとつの仕方は，現存する制度

そのものにではなく，経済におけるコ
�

ー
�

デ
�

ィ
�

ネ
�

ー
�

シ
�

ョ
�

ン
�

の一般的パター

ンに焦点をあてることである。ひとつの主要な問題は，コーディネート

型市場経済と自由な市場経済との二分法が依然として手つかずのままか

どうかという点だ。ホール／セーレン（２００９）は，自由化への一般的傾

向を，とくにコーディネートされた市場経済への大きなインパクトを，

承認する。しかしながら，CMEにおける蓄積された制度変化は，市場
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コーディネーションに有利なように戦略的なコーディネーションを放棄

するというよりも，アクター間の戦略的なコーディネーションの次元で

の再構成として解釈される。こうして，CMEとLMEは基本的に安定

したままであり区別される。ここでホール／セーレンは，アクター間の

コーディネーションの性格を形づくるという点で，これらの制度の機能

にあたえる当初のフレームワークの焦点化をより明示的に再力説する。

それゆえ，「制度は変化しうるが，しかしコーディネーションの性格は

結果として必ずしも変化しない」（ibid., p.１７１）。というのも，アクター

は以前の関係と行動を持続させるように新旧の制度を利用しうるからで

ある。それゆえ，「国民経済はコーディネーションの性格によって区別

されるのであり，それが内包する特殊な制度によって区別されるのでは

ない」（ibid., p.１７２）。

システム変化の可能性はひとが用いる資本主義の類型学によっても条

件づけられる。ホール／ソスキスの２類型論は単純化されすぎており，

多くの研究者は制度指標のより自由主義的な目的に向けた普遍的移行を

見出している。多くの諸国は混合タイプになっており，いくつかの国は

CMEから LMEへの全面的転換を経験した。アマーブルの研究がその

先駆けのように，資本主義システム間の微妙だが意味深い差異を捉えう

る３～５つのタイプの資本主義が提案されている。これは明らかに論争

的であり，将来の研究の中心にあるにちがいない，とディーグらはいう。

ディーグ／ジャクソンの論稿の結論はこうである。資本主義の異なる

国民的モデル間の変化と（焦点があてられた）概念上のギャップは，国

民的類型論を利用する点で批判されてよい。だが，国民的な資本主義の

多様性論が意味をもつのは，特定の企業を導く行動論理が国民内でより

も国民間で異なるからである。ホールとソスキスの二分法的な理論がひ

ろく批判される一方で，より広い制度配置内での相互依存性に着目する

制度的補完性の一般的な概念は依然として有効であろう。そのようなも
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のとして，資本主義の多様性の類型と比較は，制度領域間の重要な相互

作用に注意を当てることにより価値ある寄与をなし続けるだろう，と

ディーグらはいう。この種のコンテクストと制度の比較は，制度改革の

展望と問題を理解したり，諸国間で制度を学び合うための強い含意をも

つであろう。

比較資本主義論を進化させることは，この分野を他の理論的見方から

差異化することに資する当初の概念的主張のいくつか（制約としての制

度の概念，諸制度間の補完性，国民的に組織された安定的モデル）から

距離をとることを要求する。資
�

源
�

と
�

し
�

て
�

の
�

制
�

度
�

というより社会学的・構

成論的な見方，制度がとる多重の経済的機能という光の下での補完性の

ダイナミックな見方，そして多重レベルのガバナンスおよび企業間の実

践の異質性を含む資本主義の多様性，に研究の振り子は振られた。資本

主義の多様性のよりダイナミックな分析のためのこうしたアジェンダを

追求し拡大することこそ肝要だとディーグ／ジャクソンはいう。しかし

かれらはまた，こうしたアジェンダが，制度分析の他の基本的洞察のい

くつか（制度が諸個人にとって外的であり諸個人に制約をあたえるとい

う洞察）も見失ってはならないこと，制度は経済的パフォーマンスに

とって重要であり，国家は制度化された行動の履行において基幹的役割

をはたすという見方をもつことも求めている。ここには，第Ⅰ章で述べ

たような，「企業志向的な firm-centered」資本主義論であるVOC論と

固有に国家論をコアにもつ政治経済学との連繋が，あらためて提起され

ているといってよい。

結びにかえて

以上，比較資本主義論の動態化を企図した文献をサーベイしつつ，

〈資本主義の多様性〉論とイノベーション・システム論との関連を，と

くに〈比較制度優位〉をめぐる議論に焦点をあてて検討してきた。比較
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資本主義論を動態化するうえで留意すべき諸点をまとめよう。

ホール／ソスキスの原 VOC論（２００１）における比較制度優位論は，

制度的補完性がタイトに捉えられすぎており，イノベーション論との関

連では，LME＝根元的イノベーション 対 CME＝漸進的イノベーショ

ンという対比の構図が強すぎるであろう。CMEにおいてもサイエンス

型産業ないし根元的イノベーションが進展していることを考えれば，マ

レルバ／オルセニーゴのセクター・イノベーションシステム論を取り込

んで，サイエンス型産業のサブセクター特化に着目し，それと制度的条

件との適合性を考察する，というキャスパーの議論が有効であろう。

そうした意味での VOCアプローチに，ランゲのいうように，制度的

異質性論と企業のトランスナショナル化論を組み込むことが必要である。

‘institutional embeddedness and the strategic leeway of actors’とい

うランゲの問題設定は，支配的制度の制約に抗して新たな科学・技術的

機会 scientific and technological opportunity１６）を活用し隘路を突破しよ

うとするアクターのイノベーション行動をよく捉えうる。つまりこの問

題設定は，支配的制度の埋め込み力 institutional embeddednessに抗し，

かつナショナルな枠組みをこえて行動するアクターの戦略的偏倚 stra-

tegic leewayをよく描きだすフレームワークとなっていよう。

また，資本主義の多様性論を動態化するためには，ディーグ／ジャク

ソンのいうように，制度変化の現代的特徴を確認しながら，ミクロ・メ

ゾ・マクロの諸視角を同時並行的に進展させることが必要だろう。ただ

し，ディーグ／ジャクソンの議論は――サーベイ論文の性格からして

――分析の位相がやや並列的に論述されるにとどまり，シュトレーク／

セーレンが試みているような制度変容にかんする方法的枠組みの構築に

１６）「科学・技術機会」というマレルバ／オルセニーゴの概念については，安孫子
（２０１２），２５４―６，３３５頁を参照。
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弱いかと思われる。レギュラシオン学派の S. ルシュバリエが「ミクロ

な経済分析と政治経済学の視座を接合する」１７）という独自な視角から「日

本資本主義の大転換」を論じているように，マクロ的次元に属する政治

システムの力関係と，ミクロ・メゾレベルに属する制度変容論を組み合

わせて，制度の漸進的変容を捉える枠組みが構築される必要があるだろ

う。そのさい，制度にかかわるアクター論が充分に視野に収められねば

ならない。

アクター論のひとつとして，先に紹介した青木昌彦／宮島英昭／ジャ

クソンの日本企業のハイブリッド化論は注目すべき仕事である。また，

上記のルシュバリエらは，日本のイノベーション・システムの選択肢が

シリコンバレー・モデルだけなのかと問い，大企業に依拠する「企業内

起業家レジーム intrapreneurial regime」という異なるレジームを検出

している１８）。ルシュバリエらは，バイオ・テクノロジーと情報通信技術

以外の産業分野，たとえばパーソナル・ロボット分野や「ソフトウェア

産業の下位部門であるビデオゲーム」での日本企業の優位性に着目して

いる。「イノベーション・システムの制度的埋め込み」を問うばあい，

「制度システムとイノベーション・システムの共進化 co-evolution of

institutional systems and systems of innovation」１９）という視角が欠かせ

ないのである。
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